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家
芸
断
絶
の
危
機
は
ど
う
乗
り
越
え
ら
れ
た
か

―
金
春
八
左
衛
門
本
の
持
つ
意
味
―

宮

本

圭

造

は
じ
め
に

金
春
家
文
書
中
に
「
八
左
衛
門
本
」「
八
左
衛
門
家
本
」
と
通
称
さ
れ
る
能
伝
書
の
一
群
が
あ
る
。
金
春
家
の
分
家
八
左
衛
門
家
の
初

代
、
金
春
安
喜
に
相
伝
さ
れ
た
二
十
点
の
能
伝
書
が
そ
れ
で
、
そ
の
中
に
は
世
阿
弥
や
金
春
禅
竹
の
伝
書
を
は
じ
め
、
金
春
家
に
お
い
て

最
も
大
切
に
さ
れ
て
き
た
伝
書
類
が
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
は
本
来
、
一
子
相
伝
の
秘
書
と
し
て
堅
く
秘
匿
さ
る
べ
き
性
格
の
書
物
で
あ
る

が
、
金
春
安
照
の
嫡
子
七
郎
氏
勝
が
三
十
五
歳
で
没
し
た
時
、
嫡
孫
の
七
郎
重
勝
は
ま
だ
十
五
歳
と
い
う
状
況
に
あ
っ
て
、
万
一
の
事
態

に
備
え
る
べ
く
、
金
春
安
照
が
一
子
相
伝
の
伝
統
を
破
り
次
男
の
八
左
衛
門
安
喜
に
相
伝
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、『
金
春
家

祖
先
並
芸
伝
来
之
由
緒
帳
』（
野
々
村
戒
三
『
金
春
十
七
部
集
』
所
収
。
以
下
、『
由
緒
帳
』
と
略
す
）
の
金
春
八
左
衛
門
安
喜
の
項
に
次

の
よ
う
に
あ
る
。

兄
氏
勝
、
父
に
先
立
相
果
、
甥
七
郎
重
勝
幼
少
に
て
、
父
安
照
年
寄
、
取
立
申
事
危
御
座
候
故
、
為
相
続
、
八
左
衛
門
に
、
家
業
一

子
相
伝
、
並
家
之
書
物
、
悉
為
写
、
安
照
加
判
仕
、
一
事
も
不
残
伝
授
仕
候
、
庶
子
伝
授
底
済
之
始
に
て
御
座
候
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こ
う
し
て
安
喜
に
相
伝
さ
れ
た
能
伝
書
は
、
そ
の
後
、
紆
余
曲
折
を
経
て
、
金
春
家
の
本
家
に
戻
さ
れ
、
現
在
は
二
十
点
全
て
が
能
楽

研
究
所
に
存
す
る
。
う
ち
十
四
点
（
い
ず
れ
も
冊
子
本
）
は
金
春
家
か
ら
直
接
、
能
楽
研
究
所
の
所
蔵
と
な
っ
た
も
の
、
残
り
の
六
点

（
い
ず
れ
も
巻
子
本
）
は
、
明
治
期
に
金
春
家
か
ら
宝
山
寺
に
移
っ
た
後
、
昭
和
五
十
六
年
に
般
若
窟
文
庫
と
し
て
能
楽
研
究
所
に
寄
贈

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
表
章
・
伊
藤
正
義
『
金
春
古
伝
書
集
成
』（
昭
和
四
十
四
年
、
わ
ん
や
書
店
）
が
刊
行
さ
れ
た
時
点
で
は
、「
現
存

す
る
二
十
点
の
う
ち
、『
拾
玉
得
花
』『
六
輪
一
露
之
記
』『
五
音
之
次
第
』『
五
音
三
曲
集
』『
反
古
裏
の
書
』
等
、
十
二
点
ま
で
は
原
本

た
る
大
夫
家
本
が
散
逸
し
て
お
り
、
安
喜
相
伝
本
に
よ
っ
て
の
み
内
容
を
知
ら
れ
る
も
の
が
そ
の
大
半
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
た
が
、
そ

の
後
、
平
成
六
年
に
な
っ
て
、
八
左
衛
門
本
『
六
輪
一
露
之
記
』『
五
音
之
次
第
』『
五
音
三
曲
集
』『
歌
舞
髄
脳
記
』
の
四
点
の
原
本
が

金
春
欣
三
氏
の
も
と
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
同
年
、
国
文
学
研
究
資
料
館
に
寄
贈
さ
れ
た
。
そ
れ
で
も
な
お
、
残

る
八
点
が
八
左
衛
門
本
に
よ
っ
て
の
み
内
容
を
知
ら
れ
る
貴
重
本
で
あ
り
、
中
で
も
『
拾
玉
得
花
』
一
冊
は
、
今
も
っ
て
、
他
に
全
く
伝

本
の
存
在
が
知
ら
れ
な
い
世
阿
弥
伝
書
の
孤
本
と
し
て
、
そ
の
資
料
価
値
は
頗
る
高
い
。
八
左
衛
門
本
が
、
金
春
家
文
書
の
中
で
も
と
り

わ
け
注
目
さ
れ
る
資
料
群
と
評
価
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

本
稿
は
、
そ
の
八
左
衛
門
本
の
伝
来
を
通
じ
て
、
江
戸
前
期
の
金
春
家
の
歴
史
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
金
春
家
秘
伝
の
庶
子
相
伝
の
背
景

元
和
三
年
（
一
六
一
八
）
二
月
、
金
春
座
の
座
衆
か
ら
金
春
安
照
に
宛
て
た
連
名
の
書
状
が
出
さ
れ
た
。
座
衆
と
し
て
名
前
を
連
ね
た

の
は
、
春
藤
六
右
衛
門
・
金
春
又
右
衛
門
・
大
蔵
弥
右
衛
門
・
大
蔵
長
右
衛
門
・
金
春
惣
右
衛
門
・
大
蔵
源
右
衛
門
・
幸
小
左
衛
門
の
七

名
。
そ
の
書
状
の
中
で
、
右
の
七
名
は
「
御
家
の
書
物
」
を
「
七
郎
殿
」
に
お
渡
し
下
さ
る
よ
う
に
、
と
訴
え
て
い
る
。

こ
の
書
状
は
、
吉
田
東
伍
が
『
能
楽
古
典
禅
竹
集
』
を
刊
行
す
る
に
あ
た
っ
て
作
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
資
料
ノ
ー
ト
「
金
春
座
旧
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案
」（
吉
田
文
庫
蔵
）
に
所
収
の
、
金
春
安
住
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ
た
大
蔵
庄
左
衛
門
家
資
料
の
写
し
の
中
に
見
え
る
も
の
で
、
佐
藤
和

道
「
松
廼
舎
文
庫
旧
蔵
『
金
春
系
譜
』
所
収
史
料
考
」（『
演
劇
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
Ⅸ
』、
平
成
十
九
年
、
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
）

に
、
そ
の
全
文
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
佐
藤
氏
に
よ
れ
ば
、
吉
田
東
伍
が
依
拠
し
た
本
は
、
安
田
善
之
助
の
松
廼
舎
文
庫
が
所
蔵
す
る
金

春
安
住
筆
『
金
春
系
譜
』
全
三
冊
と
見
ら
れ
る
と
い
う
。
同
書
は
明
治
期
に
流
出
し
た
金
春
家
旧
蔵
文
書
の
一
部
と
思
し
い
が
、
お
そ
ら

く
は
、
松
廼
舎
文
庫
の
他
の
蔵
書
と
と
も
に
、
関
東
大
震
災
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
書
状
の
原
本
も
失
わ
れ
、

そ
の
書
状
を
写
し
た
金
春
安
住
の
写
本
も
失
わ
れ
、
吉
田
東
伍
に
よ
る
写
し
だ
け
が
現
存
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
書

状
の
引
用
は
、「
安
住
評
云
」
で
始
ま
る
安
住
の
注
記
の
部
分
に
含
ま
れ
、「
右
往
復
ノ
書
面
ハ
皆
本
家
伝
来
ノ
物
」
と
あ
る
か
ら
、
安
住

の
頃
ま
で
は
金
春
家
に
原
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。

と
も
あ
れ
、
こ
の
書
状
は
、
金
春
家
の
伝
書
相
伝
を
め
ぐ
っ
て
、
興
味
深
い
問
題
を
提
起
す
る
重
要
な
資
料
で
あ
る
の
で
、
煩
を
厭
わ

ず
、
佐
藤
氏
の
紹
介
に
従
っ
て
書
状
の
全
文
を
以
下
に
引
用
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

急
度
申
上
候
、
今
度
七
郎
殿
江
戸
へ
御
下
被
成
候
ニ
付
、
座
中
談
合
一
書
ヲ
以
申
入
候

一
七
郎
殿
へ
御
家
の
大
事
、
此
度
御
相
伝
被
成
候
て
御
下
し
可
被
成
候
事

一
七
郎
殿
御
覚
悟
萬
御
行
儀
、
此
中
何
と
や
ら
あ
し
き
様
に
承
候
間
、
御
意
に
入
申
間
敷
と
存
、
皆
々
御
異
見
申
候
へ
は
何
様
に
成

と
も
御
心
得
、
各
如
申
に
い
た
し
可
申
由
に
て
候
間
、
則
御
一
札
取
申
候
、
皆
々
右
の
段
請
に
た
ち
申
候
者
、
此
上
に
も
あ
し
き

事
御
座
候
は
ゝ
、
此
者
共
に
御
申
可
被
成
候
、
其
上
に
て
又
可
得
御
意
候

一
御
家
の
書
物
共
ち
り
不
申
様
に
被
成
、
後
に
は
七
郎
殿
へ
皆
々
御
渡
被
成
候
て
可
被
下
候
事

一
中
村
少
三
郎
に
道
成
寺
御
相
伝
被
成
候
と
て
肥
後
に
て
仕
候
と
内
々
承
候
に
は
餘
へ
は
無
御
相
伝
由
に
て
候
、
於
御
家
々
く
る
し

か
ら
す
候
也

133 家芸断絶の危機はどう乗り越えられたか



右
之
條
々
申
上
候
事
も
江
戸
へ
御
下
候
に
附
、
一
大
事
と
存
、
さ
て
申
事
に
て
候
、
か
や
う
に
申
者
共
い
つ
く
に
て
も
か
け
身
に

そ
ひ
如
在
仕
間
敷
候
事

元
和
三
丁
巳
二
月
十
四
日

春
藤
六
右
衛
門

判

金
春
又
右
衛
門

大
蔵
弥
右
衛
門

大
蔵
長
右
衛
門

金
春
惣
右
衛
門

大
蔵
源
右
衛
門

幸

小
左
衛
門

金
春
八
郎
様

参

右
に
見
る
ご
と
く
、
こ
の
書
状
は
、
金
春
七
郎
重
勝
の
江
戸
下
向
に
あ
た
っ
て
、「
御
家
の
大
事
」「
御
家
の
書
物
」
を
相
伝
す
る
よ
う

八
郎
安
照
に
願
い
出
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
語
気
は
大
変
強
く
、
ほ
と
ん
ど
詰
問
状
に
近
い
内
容
で
あ
る
。
金
春
家
に
お
け
る
家
芸
相
伝

に
座
衆
が
口
を
出
す
こ
と
自
体
が
異
例
で
あ
り
、
座
衆
面
々
の
尋
常
で
な
い
決
意
の
ほ
ど
が
窺
わ
れ
よ
う
。
時
に
安
照
は
六
十
九
歳
。
重

勝
も
既
に
二
十
二
歳
に
な
っ
て
お
り
、
家
の
大
事
を
相
伝
さ
れ
る
の
に
、
決
し
て
若
す
ぎ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
六
十
九
歳
と

い
う
安
照
の
年
齢
を
考
え
れ
ば
、
座
衆
の
目
に
は
、
重
勝
が
ま
だ
「
御
家
の
大
事
」「
御
家
の
書
物
」
を
相
伝
さ
れ
て
い
な
い
事
態
は
、

金
春
家
の
家
芸
断
絶
の
危
機
が
差
し
迫
っ
た
緊
急
事
と
映
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
す
る
安
照
の
返
答
は
次
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
。

一
家
の
一
大
事
、
此
度
つ
た
へ
て
く
た
せ
と
承
候
、
我
等
の
家
に
は
代
々
申
つ
た
へ
候
は
、
さ
や
う
に
て
は
な
く
候
、
何
事
も
い
ら
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す
は
申
に
不
及
候
、
入
な
ら
は
、
家
の
さ
ほ
う
の
こ
と
�
�
よ
り
外
は
拙
者
は
不
存
候
、
代
々
色
々
申
つ
た
へ
候
事
と
も
有
け
に

聞
及
候
へ
共
、
我
ら
ふ
き
よ
う
に
候
て
萬
々
の
一
も
か
ほ
と
も
不
存
候
間
、
何
の
一
大
事
と
申
を
し
そ
ん
に
つ
た
へ
可
申
様
も
あ

る
ま
し
く
候
へ
共
、
乍
去
代
々
の
ふ
る
ほ
う
く
の
き
れ
、
大
分
お
や
よ
り
つ
た
は
る
か
た
は
し
、
し
せ
ん
に
は
見
申
候
へ
は
大
事

は
不
存
、
こ
う
た
が
一
つ
今
を
し
へ
て
な
る
と
ゆ
う
事
は
中
々
な
ら
ぬ
と
い
ゝ
つ
た
へ
候
、
ま
つ
�
�
聞
て
を
き
候
は
ん
と
有
事

（
た
カ
）

は
、
五
ち
や
う
を
た
て
、
親
を
お
や
に
し
ん
じ
、
し
し
や
う
を
し
ん
じ
う
や
ま
ひ
て
の
上
に
わ
、
け
い
を
も
お
し
な
み
、
か
た
の

（
し
し
カ
）

こ
と
く
に
す
る
時
は
、
親
し
や
う
も
扨
は
此
も
の
は
も
の
に
成
候
は
ん
と
見
附
た
る
時
は
大
事
な
り
と
も
い
ゝ
お
く
な
と
承
及

候
、
い
ろ
は
も
か
き
あ
け
さ
る
も
の
は
、
し
ん
の
も
の
口
に
て
を
し
へ
た
り
と
も
、
か
て
ん
参
間
敷
候
、
か
や
う
に
申
も
我
せ
ん

そ
へ
の
申
聞
候
、
お
う
ち
親
家
へ
の
と
ゝ
け
み
や
う
か
の
た
め
に
て
候
間
、
如
此
候
、
御
分
別
頼
申
候
、
か
や
う
に
か
き
申
候
も
、

め
ま
ひ
候
て
、
ひ
へ
あ
せ
に
な
り
め
い
わ
く
に
候
へ
共
、
か
た
は
し
申
分
ず
候
へ
は
、
各
御
ち
そ
う
の
所
を
も
不
存
や
う
に
思
召

候
は
ん
間
、
こ
ら
へ
て
や
う
書
附
候
、
何
事
も
以
面
な
ら
て
は
申
分
か
た
く
候

こ
の
書
状
の
文
面
を
ど
う
理
解
す
れ
ば
い
い
か
、
や
や
判
断
に
窮
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
我
等
の
家
に
は
代
々
伝
え
る
大
事
と
い
っ

た
も
の
は
な
く
、「
家
の
さ
ほ
う
の
こ
と
�
�
」
よ
り
他
に
は
何
も
伝
え
て
い
な
い
の
で
、「
一
大
事
」
を
子
孫
に
伝
え
る
こ
と
も
有
り
得

な
い
、
と
、
あ
た
か
も
一
子
相
伝
の
秘
書
な
る
も
の
が
存
在
し
な
い
か
の
よ
う
な
返
答
を
し
て
い
る
。
安
照
が
こ
の
よ
う
に
は
ぐ
ら
か
す

発
言
を
し
て
い
る
背
景
に
は
、「
御
家
の
大
事
」「
御
家
の
書
物
」
の
存
在
を
公
言
す
る
こ
と
自
体
が
憚
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
か
と

思
わ
れ
る
が
、
右
の
書
状
は
、
江
戸
初
期
の
金
春
家
の
伝
書
相
伝
を
め
ぐ
っ
て
、
次
の
事
実
を
伝
え
る
点
で
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
よ
う
。

す
な
わ
ち
、「
御
家
の
大
事
」「
御
家
の
書
物
」
な
る
も
の
が
、
当
時
ま
だ
安
照
か
ら
重
勝
に
は
相
伝
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
の
こ

と
を
不
満
に
思
う
も
の
が
金
春
座
衆
の
中
に
い
た
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

右
に
い
う
「
御
家
の
書
物
」
が
、
金
春
家
が
代
々
伝
え
て
き
た
世
阿
弥
・
禅
竹
等
の
伝
書
を
第
一
義
的
に
指
す
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も

135 家芸断絶の危機はどう乗り越えられたか



な
い
。
安
照
が
こ
れ
を
何
故
、
重
勝
に
い
ま
だ
相
伝
し
て
い
な
か
っ
た
か
は
定
か
で
な
い
。
二
十
二
歳
と
い
う
重
勝
の
年
齢
が
ネ
ッ
ク
に

な
っ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
ま
た
別
に
理
由
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
重

勝
に
は
相
伝
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
「
御
家
の
書
物
」
が
、
当
時
既
に
、
安
照
の
次
男
に
あ
た
る
八
左
衛
門
安
喜
に
は
伝
え
ら
れ
て
い
た
ら

し
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
前
掲
『
由
緒
帳
』
に
よ
れ
ば
、
安
喜
は
兄
氏
勝
の
死
後
、「
家
業
一
子
相
伝
、
並
家
之
書
物
」
を
悉
く

写
し
取
り
、「
一
事
も
不
残
伝
授
」
し
た
と
い
う
。
現
在
、
八
左
衛
門
本
と
し
て
伝
わ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
相
伝
の
年
時
は
、
氏

勝
没
後
と
い
う
以
上
に
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
難
い
し
、
後
の
相
伝
の
事
例
を
参
照
す
る
に
、
一
括
し
て
相
伝
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
あ

る
一
定
の
期
間
に
わ
た
っ
て
安
照
か
ら
安
喜
へ
の
相
伝
が
な
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
相
伝
が
重
勝
に
先
ん
じ
て
い
た
の
は
確
実
で

あ
ろ
う
。

な
お
、
安
喜
の
み
な
ら
ず
、
弟
の
大
蔵
庄
左
衛
門
氏
紀
に
も
、
金
春
伝
書
の
い
く
つ
か
が
相
伝
さ
れ
た
こ
と
が
、『
金
春
古
伝
書
集

成
』
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
明
和
頃
写
大
蔵
庄
左
衛
門
転
写
本
『
花
鏡
』（
安
田
文
庫
旧
蔵
）
に
「
金
春
之
家
之
書
物
、
安

照
の
時
、
是
を
う
つ
す
物
也
。
元
和
三
年
十
一
月
三
日

大
蔵
庄
左
衛
門
」
と
あ
る
こ
と
、
伊
達
家
旧
蔵
の
大
蔵
家
伝
書
『
六
輪
一
露
抜

書
』（
能
楽
研
究
所
蔵
）
の
う
ち
、
貞
享
五
年
（
一
六
八
八
）
の
年
記
を
持
つ
大
蔵
庄
左
衛
門
経
喜
の
記
事
に
『
拾
玉
得
花
』
の
引
用
が

見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
金
春
家
の
書
物
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
『
花
鏡
』
と
『
拾
玉
得
花
』
の
二
冊
の
世
阿
弥
伝
書
が
大
蔵
家
に
伝
わ
っ

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
に
付
け
加
え
る
と
、
金
春
安
住
筆
の
大
蔵
庄
左
衛
門
本
転
写
本
『
至
花
道
』（
能
楽
研
究
所

蔵
）
に
も
、「
此
書
物
、
金
春
家
の
を
、
安
照
八
郎
殿
御
う
つ
さ
せ
候
ゆ
へ
、
是
を
う
つ
す
者
也
。
慶
長
十
三
年
三
月
十
三
日

大
蔵
大

夫
」
の
奥
書
が
見
え
、
氏
紀
が
『
至
花
道
』
を
も
書
写
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
年
時
が
慶
長
十
三
年
と
あ
る
こ
と
も
注
目
さ
れ

よ
う
。
従
来
、
安
照
か
ら
庶
子
へ
の
伝
書
相
伝
は
、
慶
長
十
五
年
の
嫡
子
氏
勝
の
死
去
が
契
機
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

右
の
年
記
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
、
い
く
つ
か
の
伝
書
に
つ
い
て
は
、
既
に
慶
長
十
三
年
の
段
階
で
庶
子
へ
の
相
伝
が
な
さ
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れ
て
い
た
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
氏
紀
の
兄
に
あ
た
る
安
喜
へ
の
相
伝
も
、
慶
長
十
三
年
以
前
に
遡
る
と
見
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。『
由
緒
帳
』
に
よ
れ
ば
、
氏
勝
は
「
家
業
に
私
御
座
候
故
、
父
安
照
勘
当
仕
候
」
と
、
父
安
照
か
ら
勘
当
さ
れ
て
い
た

と
伝
え
る
。
あ
る
い
は
、
そ
の
勘
当
を
契
機
と
し
て
、
庶
子
へ
の
相
伝
が
始
ま
っ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、
元
和
三
年
の
時
点
で
、
す
で
に
か
な
り
の
伝
書
が
金
春
安
喜
・
大
蔵
氏
紀
の
二
人
に
相
伝
さ
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。

そ
の
伝
書
が
、
金
春
大
夫
の
次
期
継
承
者
で
あ
る
重
勝
に
相
伝
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
理
由
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
確
か
で
は
な
い
の

だ
が
、
前
掲
の
元
和
三
年
の
金
春
座
衆
申
状
に
は
、「
七
郎
殿
御
覚
悟
萬
御
行
儀
、
此
中
何
と
や
ら
あ
し
き
様
に
承
候
間
、
御
意
に
入
申

間
敷
と
存
」
と
あ
っ
て
、
七
郎
（
重
勝
）
の
行
跡
に
問
題
が
あ
り
、
安
照
が
彼
の
こ
と
を
快
く
思
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
、
原
因
の
一

つ
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
も
あ
れ
、
重
勝
に
は
金
春
家
の
伝
書
が
相
伝
さ
れ
て
い
な
い
の
に
、
庶
子
の
安
喜
・
氏
紀
に
は
相
伝

さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
噂
は
、
当
時
、
金
春
座
衆
の
間
に
も
流
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
金
春
座
衆
を
も
巻
き
込
ん
で
、
両
者
の
間
に
何

ら
か
の
確
執
が
、
す
で
に
芽
生
え
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
後
の
座
衆
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
に
記
す
資
料
が
見
当
た
ら

な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
、
う
や
む
や
の
ま
ま
、
安
照
の
死
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
元
和
七
年
八
月
、

安
照
は
七
十
三
歳
で
没
す
る
。
三
ヶ
月
後
、
安
喜
・
氏
紀
の
連
名
で
、「
七
郎
殿
へ
渡
り
申
候
書
物
覚
」
と
頭
書
の
文
書
が
書
か
れ
る
。

い
わ
ゆ
る
『
金
春
家
之
書
物
之
日
記
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
金
春
七
郎
重
勝
に
譲
り
渡
す
二
十
点
の
書
物
（『
風
姿
花
伝
』
を
は
じ
め
世

阿
弥
・
禅
竹
の
伝
書
等
）
の
目
録
で
、
末
尾
に
は
「
金
春
家
ニ
伝
来
書
物
右
之
面
也
／
仍
如
件
／
元
和
七
酉
年
／
十
月
吉
日
／
右
之
通
不

残
七
郎
殿
へ
／
相
渡
シ
申
所
也
」
の
奥
書
と
安
喜
・
氏
紀
の
連
署
、「
金
春
七
郎
殿
ま
い
る
」
の
宛
書
が
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
、
こ
の

時
点
で
重
勝
に
伝
書
の
引
継
ぎ
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。『
金
春
古
伝
書
集
成
』
は
、『
金
春
家
之
書
物
之
日
記
』
の
記
述
を
め

ぐ
っ
て
、「
八
左
衛
門
が
安
照
在
世
中
に
家
伝
の
書
物
を
預
つ
て
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
疑
点
は
残
る
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
安
喜

自
身
が
伝
書
を
預
か
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
安
照
か
ら
そ
の
管
理
を
託
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
ろ
う
。
安
照
の
死
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に
よ
っ
て
、
重
勝
は
は
じ
め
て
伝
書
を
譲
り
受
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
金
春
安
住
筆
『
歌
舞
拾
得
集
』（
金
春
宗
家
蔵
）
に
は
大
蔵
家
の
伝
書
が
多
く
写
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
「
家
伝
雑
聞

集
」
と
題
す
る
元
禄
期
の
伝
書
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
見
え
る
。

凡
休
岸
様
幼
少
よ
り
禅
曲
様
江
御
稽
古
乃
間
ハ
二
十
年
余
也
。
中
に
も

加
納
様
御
意
乃
後
ハ
弥
へ
た
て
な
く
、
十
四
五
年
乃
内
何

事
も
不
残
御
相
伝
被
成
候
也
。
禅
曲
様
御
自
筆
乃
書
物
共
幷
う
た
ひ
本
共
、
其
外
雑
々
の
物
共
迄
于
今
所
持
仕
所
也
。
又
禅
曲
様
御

死
去
被
成
候
。
其
夜
し
う
し
ゆ
ん
様
と
申
﹇
禅
曲
様
御
妻
、
休
岸
御
母
也
﹈、
休
岸
様
江
御
申
被
成
ハ
、
つ
ね
�
�
此
箱
に
ハ
大
事

の
書
物
入
置
被
成
候
と
、
禅
曲
様
被
仰
候
間
、
是
を
持
て
帰
り
候
へ
と
て
か
ろ
う
と
い
ひ
て
、
半
び
つ
乃
こ
と
く
成
四
方
を
鼠
乃
く

い
損
し
た
る
を
被
下
候
。
其
内
に
大
事
乃
物
共
有
候
間
、
ひ
そ
か
に
持
て
帰
り
候
様
に
と
御
申
故
、
其
夜
持
て
御
帰
り
也
。
誠
に
其

内
に
色
々
乃
秘
密
乃
書
物
共
有
て
于
今
伝
る
所
也
。

安
照
（
禅
曲
）
没
後
、「
此
箱
に
ハ
大
事
の
書
物
入
置
被
成
候
」
と
常
々
安
照
が
語
っ
て
い
た
本
箱
を
氏
紀
（
休
岸
）
が
譲
り
受
け
た

と
い
う
。「
其
内
に
色
々
乃
秘
密
乃
書
物
共
有
て
于
今
伝
る
所
也
」
と
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
書
物
は
大
蔵
家
の
所
蔵
に
な
っ
た
由
が
見
え

る
か
ら
、『
金
春
家
之
書
物
之
日
記
』
に
見
え
る
諸
書
と
は
ま
た
別
物
の
よ
う
で
あ
る
が
、
江
戸
初
期
の
金
春
伝
書
の
伝
来
を
め
ぐ
る
一

つ
の
興
味
深
い
逸
話
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
紹
介
し
て
お
く
。

二
、
金
春
安
喜
と
重
勝
・
元
信
の
義
絶

元
和
七
年
に
安
照
が
亡
く
な
っ
た
時
、
安
喜
は
三
十
四
歳
、
重
勝
は
二
十
六
歳
で
あ
っ
た
。『
由
緒
帳
』
は
、
安
照
没
後
、
重
勝
が

「
家
業
を
（
中
略
）
叔
父
八
左
衛
門
よ
り
相
伝
仕
候
筈
」
の
と
こ
ろ
、「
所
領
之
儀
」
を
め
ぐ
っ
て
争
い
、「
八
左
衛
門
と
義
絶
」
に
な
っ

た
と
伝
え
て
い
る
。
従
来
は
こ
れ
が
信
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
両
者
の
義
絶
の
原
因
に
つ
い
て
は
異
説
も
あ
る
。『
歌
舞
拾
得
集
』
所
引
の

138



「
家
伝
雑
聞
集
」
が
そ
の
異
説
を
伝
え
る
資
料
で
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

禅
曲
様
御
子
七
郎
、
法
名
清
本
﹇
休
岸
様
兄
﹈
ハ
禅
曲
様
よ
り
さ
き
に
御
死
去
也
。
禅
曲
様
よ
り
さ
き
に
御
死
去
也
。
清
本
子
七
郎
、

法
名
宗
竹
と
申
候
。
此
宗
竹
七
郎
、
禅
曲
様
御
跡
を
続
被
申
候
﹇
休
岸
様
甥
也
﹈。
禅
曲
様
御
死
去
被
成
候
て
、
後
五
十
日
過
候
と
、

其
ま
ゝ
伊
勢
乃
藤
堂
和
泉
守
殿
よ
り
八
左
衛
門
浄
元
﹇
休
岸
様
兄
七
郎
、
其
次
八
左
衛
門
也
﹈、
休
岸
様
両
人
を
伊
勢
乃
津
江
御
呼

被
成
、
日
比
八
郎
禅
曲
へ
御
念
比
に
有
し
故
、
八
郎
病
気
な
と
御
尋
、
何
も
遺
言
ハ
な
か
り
つ
る
か
と
御
尋
被
成
候
へ
ハ
、
八
左
衛

門
浄
元
被
申
候
ハ
、
何
も
さ
し
て
遺
言
と
申
事
も
無
之
候
。
家
に
伝
り
候
知
行
三
百
石
・
面
衣
裳
・
書
物
等
不
残
私
に
ゆ
づ
り
候
由

申
置
候
と
被
申
候
。
其
時
休
岸
様
へ
思
召
候
ハ
ま
さ
し
く
偽
に
て
候
へ
共
、
兄
に
知
辱
を
あ
た
へ
申
候
も
、
何
共
眼
前
乃
事
な
れ
ハ
、

難
儀
と
思
召
。
然
共
爰
に
て
不
申
候
而
ハ
、
金
春
乃
家
が
立
不
申
候
間
、
暫
乃
内
御
思
案
、
冬
乃
事
に
て
候
ひ
し
か
共
、
小
袖
壱
ツ

大
あ
せ
に
成
被
申
候
由
、
扨
被
申
上
候
ハ
、
唯
今
八
左
衛
門
申
上
候
ハ
申
そ
こ
な
ひ
に
て
候
。
親
八
郎
儀
者
、
中
風
に
て
六
十
日
程

口
籠
候
て
果
申
候
。
何
乃
遺
言
も
無
御
座
候
と
被
申
上
候
へ
ハ
、
和
泉
守
殿
も
何
共
御
挨
拶
無
之
候
て
、
暫
あ
り
て
奥
へ
御
入
候
て
、

両
人
共
に
罷
帰
候
へ
と
御
申
出
し
候
（
中
略
）
扨
、
休
岸
様
ハ
例
乃
時
分
四
月
に
金
春
七
郎
宗
竹
を
同
道
に
て
江
戸
へ
御
下
り
候
て
、

早
々
土
井
大
炊
頭
殿
江
﹇
其
比
第
一
乃
老
中
也
。
御
前
も
第
一
也
。
七
郎
ハ
大
炊
頭
殿
御
念
比
也
﹈、
七
郎
召
連
参
り
、
禅
曲
相
果

候
趣
、
委
申
上
、
又
伊
勢
乃
津
に
て
浄
元
、
和
泉
守
殿
江
被
申
段
、
御
咄
仕
、
扨
七
郎
儀
ハ
金
春
家
乃
惣
領
に
て
御
座
候
へ
ハ
、
誰

か
外
に
あ
ら
そ
ひ
申
者
御
座
有
間
敷
候
。
八
郎
禅
曲
ハ
跡
目
御
知
行
幷
諸
色
不
残
、
七
郎
に
被
為
仰
付
被
下
候
様
に
奉
願
候
。
尤
家

に
伝
る
書
物
・
面
・
能
道
具
等
に
至
迄
、
不
残
七
郎
に
被
下
置
候
様
に
、
兎
角
筋
目
に
被
仰
付
被
下
候
様
に
と
御
願
被
申
上
候
也
。

大
炊
頭
殿
も
尤
に
思
召
候
由
、
御
聞
届
被
成
候
。（
中
略
）
右
乃
子
細
故
、
七
郎
一
生
之
内
、
八
左
衛
門
浄
元
と
ハ
不
和
也
。
大
炊

頭
に
さ
へ
申
上
候
事
な
れ
ハ
、
休
岸
様
御
影
と
常
々
も
被
申
候
て
、
七
郎
宗
竹
ハ
何
事
も
休
岸
様
江
御
ま
か
せ
候
。
殊
更
御
両
人
共

に
奈
良
御
住
宅
故
に
、
一
入
乃
事
也
。
七
郎
ハ
年
若
に
て
禅
曲
様
江
は
な
れ
被
申
候
故
、
芸
道
乃
事
一
切
休
岸
様
御
取
立
候
也
。
七
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郎
年
若
に
候
内
ハ
、
年
比
金
春
家
乃
書
物
・
面
な
と
ハ
休
岸
様
御
預
り
置
候
也
。
仍
何
事
も
七
郎
と
休
岸
様
と
ハ
御
中
よ
く
被
仰
合

候
也
。

右
に
は
、
所
領
を
め
ぐ
る
争
い
に
つ
い
て
、
一
切
言
及
が
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
、
安
照
没
後
に
藤
堂
家
に
呼
ば
れ
た
安
喜
が
、
父
安

照
の
遺
言
の
有
無
に
つ
い
て
尋
ね
ら
れ
た
際
、「
家
に
伝
り
候
知
行
三
百
石
・
面
衣
裳
・
書
物
等
不
残
私
に
ゆ
づ
り
候
由
申
置
候
と
被
申

候
」
と
嘘
を
述
べ
、
家
の
乗
っ
取
り
を
図
っ
た
が
、
対
す
る
重
勝
は
、
翌
年
四
月
、
江
戸
に
お
い
て
跡
目
相
続
と
と
も
に
「
家
に
伝
る
書

物
・
面
・
能
道
具
等
」
の
相
続
を
願
い
出
て
、
こ
れ
を
許
さ
れ
た
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
重
勝
が
若
い
う
ち
は
、
叔
父
の
氏
紀

が
「
金
春
家
乃
書
物
・
面
な
と
」
を
預
か
っ
て
い
た
と
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
金
春
家
之
書
物
之
日
記
』
に
、
安
照
の
死
か
ら
三
ヶ
月
後

に
安
喜
・
氏
紀
よ
り
重
勝
に
金
春
家
の
伝
書
が
託
さ
れ
て
い
る
事
実
が
見
え
る
こ
と
と
矛
盾
す
る
。
両
者
の
主
張
は
全
く
食
い
違
っ
て
お

り
、
い
ず
れ
を
是
と
す
る
か
、
い
ず
れ
を
非
と
す
る
か
、
判
断
に
迷
う
が
、『
由
緒
帳
』
は
安
喜
の
婿
・
竹
田
権
兵
衛
安
信
の
孫
に
あ
た

る
権
兵
衛
広
貞
の
編
、「
家
伝
雑
聞
集
」
は
「
八
郎
元
信
と
一
味
仕
、
八
左
衛
門
に
敵
対
」（『
由
緒
帳
』）
し
た
と
い
う
金
春
平
兵
衛
の
甥

の
著
作
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
い
分
が
全
く
か
み
合
わ
な
い
の
も
、
こ
の
よ
う
な
事
情
が
背
景
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
後
者
の
記
述
に

は
い
さ
さ
か
正
確
を
欠
く
点
が
見
ら
れ
る
か
ら
、
前
者
の
説
を
採
用
し
て
お
き
た
い
が
、
な
お
今
後
、
傍
証
を
探
索
し
た
い
。

こ
う
し
て
安
喜
と
重
勝
は
義
絶
と
い
う
関
係
に
陥
る
が
、
重
勝
の
死
期
が
近
づ
く
に
及
ん
で
、
両
者
は
和
解
す
る
。
す
な
わ
ち
、『
由

緒
帳
』
に
「
相
果
候
時
、
一
子
元
信
十
歳
未
満
に
付
、
叔
父
八
左
衛
門
を
招
、
家
之
儀
頼
申
度
旨
申
候
へ
ば
、
八
左
衛
門
申
候
は
、
唯
今

迄
之
不
届
、
其
方
と
和
睦
可
仕
所
存
は
少
も
無
之
候
、
但
し
我
等
庶
子
之
身
に
而
、
家
伝
不
残
授
受
仕
候
事
は
、
偏
に
家
之
為
に
而
候
へ

ば
、
其
方
跡
之
儀
は
、
慥
に
元
信
を
取
立
、
相
続
為
仕
可
申
候
間
、
安
堵
仕
候
様
に
と
、
請
合
申
」
と
見
え
る
。
寛
永
十
一
年
（
一
六
三

四
）
に
重
勝
は
三
十
九
歳
で
没
。
か
く
し
て
安
喜
は
、
遺
さ
れ
た
九
歳
の
元
信
の
後
見
役
を
受
け
持
つ
こ
と
を
了
承
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
か
ら
十
三
年
後
の
正
保
四
年
（
一
六
四
七
）、
安
喜
は
ま
た
し
て
も
元
信
と
義
絶
す
る
こ
と
に
な
る
。『
由
緒
帳
』
に
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は
、「
元
来
八
郎
無
理
故
、
八
左
衛
門
知
行
無
相
違
安
堵
仕
候
様
に
被
仰
付
、
知
行
之
配
当
、
公
儀
之
御
沙
汰
に
極
候
」
と
あ
り
、
こ
れ

を
信
ず
れ
ば
、
元
信
が
八
左
衛
門
家
の
所
領
を
自
分
の
も
の
に
す
る
た
め
に
画
策
し
た
こ
と
が
原
因
で
あ
る
と
い
う
。
金
春
宗
家
に
は
、

同
年
四
月
、
そ
の
元
信
が
安
喜
に
差
し
出
し
た
起
請
文
の
午
王
誓
紙
が
残
さ
れ
て
い
る
。
前
書
の
部
分
を
欠
く
た
め
、
義
絶
の
事
情
が
不

分
明
で
あ
る
の
が
残
念
だ
が
、
以
下
に
誓
紙
の
部
分
の
み
の
翻
刻
を
掲
げ
る
。
諱
は
難
読
で
あ
る
が
、「
元
信
」
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

上
ハ
ほ
ん
て
ん
大
し
や
く
次
第
天
王
王
城
の
ち
ん
し
ゆ
い
な
り
ぎ
を
ん
か
も
木
舟
熊
野
三
所
伊
豆
箱
根
殊
者
氏
の
神
惣
而
日
本
国
中

（
マ
マ
）

の
大
小
の
神
儀
の
神
は
つ
を
か
う
ふ
り
来
世
に
て
ハ
む
け
ん
な
ら
く
へ
し
つ
ミ
永
代
う
か
む
世
更
に
可
被
有
、
仍
起
請
文
如
件

正
保
四
年

竹
田
八
郎

卯
月
吉
日

□
□
（
花
押
）

金
春
八
左
衛
門
殿
参

三
、
金
春
安
喜
か
ら
竹
田
権
兵
衛
安
信
・
金
春
七
左
衛
門
照
喜
へ
の
相
伝

正
保
四
年
、
安
喜
は
元
信
と
義
絶
す
る
と
と
も
に
、
弟
氏
紀
の
子
で
、
安
喜
の
養
子
と
な
っ
て
い
た
平
兵
衛
を
廃
嫡
し
た
。
こ
れ
に
よ

り
、
安
喜
自
身
も
、
芸
の
継
承
者
を
失
う
、
と
い
う
危
機
的
状
況
に
直
面
す
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
安
照
か
ら
受
け
継
い
だ
金
春
家
の
大
事

（
安
喜
が
言
う
に
は
、
彼
一
人
が
相
伝
さ
れ
、
重
勝
に
も
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
大
事
）
が
彼
を
最
後
に
退
転
す
る
こ
と
を
も
意
味
し
た
。

そ
こ
で
、
安
喜
は
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
以
降
、
娘
婿
の
竹
田
権
兵
衛
安
信
に
金
春
家
の
伝
書
の
相
伝
を
始
め
る
。『
金
春
古
伝
書
集

成
』
に
そ
の
経
緯
が
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
時
、
八
左
衛
門
本
の
伝
書
の
殆
ど
が
、
竹
田
権
兵
衛
家
に
も
伝
え
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。『
由
緒
帳
』
に
よ
れ
ば
、
そ
の
他
、
種
々
の
秘
曲
が
伝
え
ら
れ
た
が
、「
歌
舞
根
元
之
本
義
、
一
人
相
譲
之
嫡
伝
」
だ
け
は
伝

え
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
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そ
の
後
、
安
喜
は
林
長
兵
衛
の
息
子
を
養
子
に
迎
え
て
七
左
衛
門
照
喜
と
名
乗
ら
せ
、
承
応
四
年
（
一
六
五
五
）
以
降
、
彼
に
も
金
春

家
の
伝
書
を
相
伝
す
る
。
現
在
八
左
衛
門
本
と
し
て
伝
わ
る
こ
れ
ら
の
伝
書
に
は
、
安
照
の
加
判
の
後
に
（
安
照
の
判
は
有
無
両
様
あ

り
）、
安
喜
か
ら
照
喜
に
相
伝
す
る
旨
の
比
較
的
長
文
の
奥
書
が
あ
る
（
口
絵
頁
参
照
）。
か
く
し
て
、
金
春
家
の
伝
書
の
中
核
部
分
は
、

八
左
衛
門
家
と
竹
田
権
兵
衛
家
の
双
方
に
、
そ
れ
ぞ
れ
写
し
が
伝
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
竹
田
権
兵
衛
家
の
写

し
は
存
否
不
明
だ
が
、
八
左
衛
門
家
の
方
は
全
て
能
楽
研
究
所
の
所
蔵
と
な
っ
て
い
る
。
以
下
、
現
存
す
る
八
左
衛
門
本
の
一
覧
を
、
相

伝
年
時
順
に
掲
げ
る
。

承
応
四
年
三
月
二
十
一
日

六
輪
一
露
秘
注
（
文
正
本
）

巻
子

般
若
窟
文
庫

同

至
道
要
抄

冊
子

能
楽
研
究
所

明
暦
二
年
正
月
十
三
日

六
輪
一
露
之
記

冊
子

能
楽
研
究
所

同

正
月
二
十
一
日

拾
玉
得
花

冊
子

能
楽
研
究
所

同

三
月
五
日

風
姿
花
伝

冊
子

能
楽
研
究
所

同

五
音
三
曲
集

冊
子

能
楽
研
究
所

同

三
月
十
七
日

歌
舞
髄
脳
記

冊
子

能
楽
研
究
所

同

反
古
裏
之
書
（
一
）

冊
子

能
楽
研
究
所

同

三
月
二
十
一
日

反
古
裏
之
書
（
三
）

冊
子

能
楽
研
究
所

同

三
月
廿
七
日

毛
端
私
珍
抄

冊
子

能
楽
研
究
所

同

卯
月
三
日

五
音
之
次
第

冊
子

能
楽
研
究
所
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同

卯
月
五
日

反
古
裏
之
書
（
二
）

冊
子

能
楽
研
究
所

同

至
花
道

冊
子

能
楽
研
究
所

同

己
心
集

冊
子

能
楽
研
究
所

同

音
律
菁
華
集

冊
子

能
楽
研
究
所

同

五
月
六
日

六
義

巻
子

般
若
窟
文
庫

同

五
月
九
日

円
満
井
座
系
図

巻
子

般
若
窟
文
庫

同

申
楽
後
証
記

巻
子

般
若
窟
文
庫

同

五
月
十
一
日

五
位

巻
子

般
若
窟
文
庫

同

五
月
吉
日

法
華
五
部
九
巻
書
序

巻
子

般
若
窟
文
庫

養
子
照
喜
に
金
春
伝
書
の
相
伝
を
開
始
す
る
前
年
の
承
応
三
年
、
安
喜
は
聟
の
竹
田
権
兵
衛
安
信
に
宛
て
て
、『
風
聞
書
伝
家
集
』
と

題
す
る
伝
書
を
贈
っ
た
。
同
書
の
存
在
は
、
後
年
、
金
春
安
住
が
残
し
た
一
部
抜
書
本
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
た
が
、
近
年
、
金
春
欣
三

氏
の
も
と
に
原
本
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
そ
の
後
、
能
楽
研
究
所
の
所
蔵
と
な
っ
た
。
そ
の
奥
書
に
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た

経
緯
が
辛
辣
な
言
葉
で
綴
ら
れ
て
い
る
。
当
事
者
の
感
情
に
任
せ
た
証
言
で
あ
る
た
め
、
幾
分
差
し
引
い
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
り
そ
う

だ
が
、
興
味
深
い
内
容
で
あ
る
の
で
、
長
文
に
な
る
が
以
下
に
引
用
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
本
書
は
虫
損
が
著
し
く
、
一
部
の
虫

損
箇
所
に
つ
い
て
は
、
金
春
宗
家
蔵
の
安
住
の
一
部
抜
書
本
に
よ
っ
て
補
い
、
ル
ビ
で
示
し
た
。

右
風
□
書
伝
花
集
之
儀
、
可
家
ヲ
次
□
□
な
ら
て
ハ
相
伝
有
間
敷
物
□
故
ニ
腹
筋
痛
キ
事
な
が
ら
九
牛
□
毛
に
て
も
無
是
儀
な
れ
と

（
ら
れ
候
）

□
□
世
悴
よ
り
安
照
公
の
仰
□
□
□
か
た
は
し
聞
覚
た
る
所
を
お
か
し
き
事
な
が
ら
可
成
為
子
孫
か
と
存
書
誌
ス
所
也
。
全
他
見
有
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間
敷
物
也
。
此
道
当
代
の
金
春
八
郎
家
本
に
て
候
へ
共
、
少
モ
不
致
相
伝
候
へ
ハ
、
今
当
代
の
金
春
太
夫
ハ
家
の
習
口
伝
ハ
少
モ
不

存
、
皆
絶
果
申
候
間
、
定
而
、
我
等
相
果
た
る
以
後
に
ハ
、
又
八
郎
か
懇
望
仕
候
事
有
リ
と
て
も
、
一
言
ハ
不
及
申
ニ
。
半
句
に
て

も
令
相
伝
事
有
間
敷
物
也
。
其
故
ハ
我
等
兄
の
七
郎
氏
勝
相
果
た
る
時
は
、
当
代
の
八
郎
か
親
の
七
郎
ハ
年
十
四
歳
に
て
有
リ
。
安

照
公
ハ
成
人
の
子
を
先
立
年
寄
老
□
□
も
む
す
び
、
病
気
し
て
有
故
□
□
に
精
を
出
し
、
彼
七
郎
を
取
□
、
家
を
つ
が
せ
候
へ
と
も
、

（
敵
と
し
て
色
々
）

（
も
そ
れ
）

其
か
い
も
な
□
、
安
照
公
御
死
去
の
後
、
我
等
を
為
□
□
□
不
届
成
儀
共
候
へ
共
、
我
等
□
□
□
に
も
不
構
候
処
ニ
、
其
天
道
罰
に

や
、
又
程
な
く
彼
七
郎
相
果
申
候
。
又
今
度
の
八
郎
儀
ヲ
七
郎
か
我
等
を
頼
候
間
、
頼
れ
ま
じ
き
と
ハ
存
候
へ
共
、
四
拾
に
も
な
ら

ず
、
又
相
果
申
、
ま
つ
ご
に
て
候
へ
ば
不
便
に
存
、
又
頼
れ
、
当
代
の
八
郎
、
年
六
歳
に
て
は
な
れ
候
を
、
我
等
養
育
し
て
江
戸
へ

つ
れ
て
下
り
、
公
方
様

台
徳
院
殿
公
へ
跡
目
の
儀
申
上
候
処
ニ
、
土
井
大
炊
正
上
使
に
て
御
諚
被
成
候
ハ
、
八
郎
廿
五
迄
と
成
共
、

又
ハ
三
十
迄
と
成
共
、
切
り
一
筆
仕
候
者
、
金
春
太
夫
名
代
を
我
等
ニ
可
被
仰
付
御
諚
被
成
候
へ
と
も
、
為
八
郎
ト
存
、
我
等
□
□

（
の
時
）

□
も
ぢ
ゝ
き
お
も
擲
、
名
代
お
も
□
□
事
を
申
上
、
八
郎
年
七
歳
□
□
よ
り
金
春
太
夫
を
被
仰
付
候
様
ニ
□
□
家
を
取
立
つ
が
せ
申

（
猷
院
）

候
処
ニ
□
□
ん
を
も
忘
れ
、

公
方
様

□
□
殿
公
の
御
時
、
は
や
我
等
を
八
郎
為
敵
ト
、
不
届
千
万
成
儀
と
も
有
ニ
よ
り
、
太
田

備
中
守
殿
・
根
来
民
部
少
殿
両
御
頭
へ
申
、
別
心
逆
心
そ
り
や
く
仕
ま
し
き
と
て
、
八
郎
ニ
七
枚
起
請
迄
か
ゝ
せ
申
候
へ
共
、
そ
れ

も
不
構
、
又
我
等
を
敵
ニ
仕
ル
、
犬
同
前
成
八
郎
也
。
我
等
ハ
道
ヲ
道
ト
思
ひ
、
家
を
家
ト
存
、
二
代
迄
取
立
、
金
春
家
を
つ
が
せ

申
候
へ
共
、
誠
に
殊
乃
た
と
へ
ニ
か
い
か
う
た
る
い
ぬ
に
手
を
く
ら
わ
る
ゝ
と
は
此
事
也
。
若
我
等
相
果
た
る
以
後
、
八
郎
懇
望
す

る
事
可
有
、
何
程
懇
望
い
た
し
候
と
も
、
一
言
半
句
も
相
伝
仕
候
者
、
草
の
陰
迄
も
其
恨
□
□
□
□
也
。
太
猷
院
殿
公
為
御
意
、
□

□
□
致
相
伝
候
へ
共
、
け
り
や
う
斗
の
□
□
に
て
、
覚
た
り
と
云
分
也
。
せ
ん
□
□
所
迄
も
行
も
不
届
候
也
。
右
之
□
□
□
へ
ハ
、

八
郎
心
も
と
な
き
事
の
ミ
□
□
有
、
其
外
ハ
何
を
覚
た
る
事
も
有
ま
し
く
候
。
於
家
ニ
ハ
一
大
事
、
又
ハ
ほ
ぞ
ん
ニ
仕
候
。
申
楽
又

ハ
せ
ん
ほ
う
、
其
外
の
習
と
も
、
口
伝
五
音
、
又
ハ
於
家
ニ
乃
諸
の
曲
舞
共
、
万
事
の
習
共
、
少
も
致
相
伝
候
也
。
歌
占
の
謡
の
□
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□
読
を
や
う
�
�
し
た
る
分
也
。
節
せ
ん
さ
く
の
所
迄
ハ
思
ひ
も
よ
ら
ず
、
け
り
や
う
ば
か
り
の
稽
古
也
。
金
春
家
の
習
口
伝
ハ
家

本
に
ハ
当
代
八
郎
よ
り
絶
果
申
候
也
。
返
々
八
郎
何
程
致
懇
望
候
と
も
、
少
も
相
伝
有
間
敷
物
也
。
仍
右
如
件
。

承
応
三
年

生
年
六
拾
七
歳
ニ
而
書
□
也

極
□
□
日

金
春
八
左
衛
門
尉

秦
安
喜
（
花
押
）

金
□
権
兵
衛
殿
参

こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
概
ね
事
実
と
見
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
奥
書
の
半
ば
で
「
別
心
逆
心
そ
り
や
く
仕
ま
し
き
と
て
、
八

郎
ニ
七
枚
起
請
迄
か
ゝ
せ
申
候
へ
共
」
と
、
元
信
が
差
し
出
し
た
七
枚
起
請
文
に
言
及
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の

が
、
金
春
宗
家
に
現
存
す
る
。
そ
の
全
文
を
以
下
に
掲
げ
る
。

起
請
文
前
書
之
事

一
し
し
や
う
に
た
い
し
別
心
き
や
う
し
ん
少
も
そ
り
や
く
仕
ま
し
き
事

一
し
し
や
う
の
し
そ
ん
に
た
い
し
少
も
別
心
き
や
く
し
ん
そ
り
や
く
に
不
存
し
し
や
う
同
前
に
可
存
事

一
御
相
伝
候
事
御
ゆ
る
し
な
き
内
少
も
他
合
仕
ま
し
き
事
、
又
他
り
う
ま
な
ひ
け
い
を
仕
ま
し
き
事

右
之
条
々
於
相
背
ニ
者

忝
も

上
ハ
ほ
ん
て
ん
た
い
し
や
く

四
大
天
王
閻
魔
法
王
五

道
之
□
官
下
界
地

に
て
ハ
あ
た
こ
白
山
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八
幡
大
菩
薩
ま
り
し

尊
天
富
士
せ
ん
け
ん

熊
野
三
所
伊
豆

（
箱
）
相
根
王
城
之
ち
ん
し
ゆ

い
な
り
き
を
ん

賀
茂
き
舟
松
之
尾

平
野
別
し
而
ハ

氏
之
神

又
ハ
金
春
家
の
神

お
そ
ろ
し
と
の

主
君
神

大
荒
大
明
神

殊
ニ
ハ
又
日
本

六
十
余
州
之

大
聖
の
神
儀

の
蒙
神
罰

を
此
世
に
て
ハ

白
ら
い
黒
ら
い
の
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重
病
を
請

其
上
又
世
間

へ
ハ
悪
名
を
ひ
ろ
め

又
ハ
も
ろ
�
�
の

死
病
を
う
け

今
死
罪
来
世

に
て
ハ
あ
ひ
む
け
ん

地
獄
へ
し
つ
ミ
生
々

世
々
子
孫
そ
ん
�
�
ニ
至
る

迄
今
世
後
生
う
か
む

う
と
を
り
ニ
有
間
敷

も
の
な
り
、
仍
而
き
し
や
う

も
ん
如
件

慶
安
三
年

金
春
八
郎

四
月
廿
八
日

□
明
（
花
押
）

金
春
八
左
衛
門
様
参

諱
の
部
分
が
や
は
り
難
読
で
あ
る
が
、「
元
信
」
で
は
な
く
、
二
字
目
は
「
明
」
と
読
ま
れ
る
。
年
長
者
と
は
い
え
、
庶
家
の
当
主
で

あ
る
安
喜
を
「
し
し
や
う
」
と
呼
ば
せ
て
い
る
点
な
ど
、
安
喜
の
態
度
に
い
さ
さ
か
不
遜
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
が
、
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一
方
で
、
こ
の
よ
う
な
起
請
文
を
提
出
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
元
信
に
も
、
何
ら
か
の
問
題
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
い
つ
の
時
点

か
は
定
か
で
な
い
が
、
金
春
大
夫
家
と
八
左
衛
門
家
は
そ
の
後
、
和
解
し
、
八
左
衛
門
本
の
金
春
伝
書
も
、
大
夫
家
の
蔵
書
の
中
に
加
え

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
近
代
に
入
っ
て
、
吉
田
東
伍
の
『
能
楽
古
典
禅
竹
集
』
の
底
本
と
し
て
用
い
ら
れ
る
が
、
こ
れ
が
金

春
伝
書
で
活
字
に
な
っ
た
最
初
の
例
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

金
春
安
住
筆
『
氏
綱
筆
金
春
家
蔵
書
抜
書
』（
金
春
宗
家
蔵
）
に
は
、『
六
輪
一
露
之
記
』
を
は
じ
め
、
当
時
金
春
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い

た
多
く
の
伝
書
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
多
く
は
、
八
左
衛
門
本
と
し
て
現
存
す
る
金
春
伝
書
と
一
致
す
る
が
、
そ
の
う
ち
、
次

の
「
翁
之
事

明
翁
集
」
だ
け
は
、
八
左
衛
門
本
に
含
ま
れ
て
い
な
い
。

一
、
翁
之
事

明
翁
集

焼
失

無
之
禅
竹

焼
失

右
之
御
書
一
子
之
外
賢
ク
拝
見
ヲ
ユ
ル
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。
禅
曲
居
士
八
左
衛
門
安
喜
江
書
物
不
残
、
御
自
筆
ニ
テ
御
写
シ
被
遣
候
得
共
、

此

御
書
ハ
写
不
被
遣
候
間
、
随
分
�
�

焼
失

相
守
リ
ツ
ヽ
シ
ン

焼
失

可
仕
者
也
。

右
に
も
、
こ
の
書
が
安
照
か
ら
安
喜
に
相
伝
さ
れ
た
伝
書
の
中
に
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
翁
之
事

明
翁
集
」
が
、
禅
竹
の
『
明
宿
集
』
を
指
す
こ
と
は
あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
右
の
事
実
は
、
一
子
相
伝
の
秘
書
に
も
、

依
然
と
し
て
嫡
家
と
庶
家
の
間
に
お
け
る
歴
然
と
し
た
差
別
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
元
和
七
年
に
重
勝
に
渡
さ
れ
た
『
金
春
家

之
書
物
之
日
記
』
所
載
の
伝
書
の
中
に
、「
翁
之
大
事
」
が
含
ま
れ
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
従
来
、
同
書
が
『
明
宿
集
』
で
あ
る
か
ど

う
か
は
疑
問
視
さ
れ
て
い
た
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
『
明
宿
集
』
の
扱
い
、
さ
ら
に
、『
氏
綱
筆
金
春
家
蔵
書
抜
書
』
に
「
翁
之
事
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明
翁
集
」
と
見
え
る
こ
と
を
も
踏
ま
え
る
と
、「
翁
之
大
事
」
が
す
な
わ
ち
『
明
宿
集
』
の
こ
と
で
あ
る
可
能
性
は
、
か
な
り
高
い
と
見

て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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